
【1部】ビジネススキル研修

組織の未来を任せられる人材育成のための

6 名
定 員

受講料

4 月19 日（火） アルネ・津山４Ｆ
地域交流センター　第１教室2022年

場 所日 時 10:30

15:30

5,000円

講 師 持ち物

インターネットにWiFi を使って接続できる
ノートパソコンやタブレット、スマートフォン小坂田 充 氏

合同会社クレアデザイン
ディレクター

商品撮影+写真加工
　+デザイン を勉強してみませんか？
スマホやデジカメで商品や料理をきれいに撮影するコツを実演。アプリ（CANVA）を使って撮影した写真の補正のコツや
チラシやメニュー、SNS の配信など、さまざまなデザインの作り方を学びます。

津山まちなかカレッジ事務局
TEL：0868 -31-2232

e-mail
 

：info@machikare.jp

（平日10：00～17：00）

U R L：https://machikare.jp/
FAX：0868 -31-2252

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法の変更や中止する場合がございます。予めご了承下さい。

お申込みはFAXまたはホームページよりお申込み下さい。

30 名
定 員

受講料

6 月15 日（水）
場 所日 時 14:00

17:00

3,000円
講 師

若手社員研修＆交流会

アルネ・津山３F
サテライトオフィス　
「COTOYADO」
コラーニングスペース

（1企業 3名まで）

同世代の新たなヒトとの出逢いで
自身を高めるネットワークを
作りましょう

【2部】名刺交換会・交流会 

※名刺を多数ご用意下さいビジネスマナーのふりかえり／仕事の進め方
ビジネスコミュニケーション／職場の人間関係づくり

ミチナス代表
岡山大学 自然科学研究科 非常勤講師

（キャリア形成担当）

長江　由美子 氏

2022年

12 名
定 員

受講料

5 月17 日（火） アルネ・津山４Ｆ
地域交流センター　第 8.9 教室

場 所日 時 15:00

17:00

無   料
講 師

労務管理と就業規則会社を守るための

津山市×三井住友海上火災保険株式会社包括連携協定事業

三井住友海上火災保険株式会社
経営サポートセンター 課長　天川　実 氏

2022年

対象：入社～ 4年目の若手社員

・労務管理に関する 2022 年施行の法改正について
・白ナンバーのアルコールチェック等の実務対応 (2022 年 4 月施行：アルコールチェック義務化 )

　　※白ナンバー車 5 台以上、または乗車定員 11 人以上の車を 1 台以上保有する事業者対象
・会社を守る就業規則の作成方法

人事労務に関する法改正対策セミナー



津山まちなかカレッジ事務局

TEL：0868 -31-2232  FAX：0868 -31-2252　
◆e-mail：info@machikare.jp　◆URL：https://machikare.jp
◆Facebook:https://www.facebook.com/machikare.jp

津山まちなかカレッジ事務局 宛 申込日          年　　月　　日

【お申込み先】
（受託運営会社：株式会社キャリアプランニング）

〒708-0065  津山市新魚町 17　アルネ・津山 4 階

※「津山まちなかカレッジ」は、つやま産業支援センターの委託を受け、株式会社キャリアプランニングが運営しております。
ご記入いただいた個人情報は、津山まちなかカレッジの運営において必要な範囲で利用いたします。

会社名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅ-mail

氏　名受
　
講
　
者連
絡
先

※受付時間：10：00～17：00（平日のみ）

複数名でお申込みの場合は下記にご記入ください。

氏　　名（ふりがな） ＴＥＬ Ｅ-mail

FAX 送信先　0868ｰ31-2252

【まちカレ共通】受講申込書

津山まちなかカレッジ事務局普通　0711251

津山信用金庫 津山本店銀行名

口　座

支店名

・講座開催日の 1 週間前までにお申し込み下さい（振込みは 3 日前までにお願いいたします）。
・振込手数料は、受講生のご負担とさせていただきます。
・銀行振込明細書をもって領収証の発行に代えさせていただきます。

【キャンセルについて】
 ■ 講座前日 17 時までにキャンセルのご連絡をいただいた場合は受講料を払い戻しいたします。
　※ 土・日・月祝開催の講座は、金曜日 17 時までのご連絡をお願いいたします。
　※ ご連絡がない場合は、ご返金いたしかねますのでご了承ください。

ふりがな

名　義

受講希望講座
（〇をつけて下さい）

商品撮影＋写真加工
+デザイン ・ 若手社員研修

＆交流会・労務管理と
就業規則


